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団体名団体区分

社会福祉協議会、民生児童委員、更生保護協会（更生保

護女性会）、老人クラブ、消防団（水防団含む）、財産区

交通安全協会、交番・駐在所連絡協議会、人権擁護委員

協議会、土地改良区、保護司会

法令等に基づき活動する団体
※1（免除）

観光協会、文化協会、スポーツ協会、総合型地域スポーツ

クラブ、婦人会、壮年会、青年団、ボーイスカウト、青少年

補導委員会、食生活改善推進協議会、結婚推進委員会、

中山間直接支払制度地区集落協定、多面的機能支払い交

付金活動組織、南予用水組合、捕獲隊、青年農業者連絡

協議会、人権対策協議会、人権教育協議会、林業研究グ

ループ、遺族会、身体障害者協会、土地改良協会、明るい

選挙推進協議会、野村地域教育活性化協議会、林業研究

グループ、一般社団法人西予市移住定住交流センター、西

予市移住交流促進協議会、生活研究協議会、認定農業者

協議会、農業支援センター、自治会（区、組、区長会、団体

連絡協議会）、地域づくり組織（27）、自主防災組織、防災

士連絡協議会

市が活動を助成（支援）する団体
※2（減免）

PTA、緑の少年団、おやじの会、愛護班、保護者会、地域移

行した部活動

市内の幼稚園、保育所、認定こども園、
小学校、中学校又は高等学校の教育
及び保育活動に寄与する団体※3（減
免）

スポーツ協会、スポーツクラブ、文化協会に加盟する高校
生以下の団体、地域移行した部活動及び中学校が認めた
部活動の地域移行を目指す団体に限る

青少年健全育成※4（減免）



社会体育施設等使用料減免対象フロー図

■営利目的とは
販売等を目的する者やその事業者の利用、又は入場料、受講料を徴収し
生業としている者の利用

別紙

別表に該当する（所属
する）減免対象団体
ですか?

営利を目的（営利に
つながる）とする利用
ですか?

通常料金

割増料金
（2倍）

YES

START

個人・団体どちらの利
用ですか?
個人利用…YES
団体利用…NO

慰労や懇親を目的とし
た宴席のみの利用です
か?

販売行為や入場料
等の徴収を行う
（非営利活動）利
用ですか?

団体本来の活動に
よる利用ですか?

全額免除

NO

1/4減免

市・市教育委員会との
共催または後援事業に
よる利用ですか?

NO

YES

YES

YESYES

NO

NO

NO

YES

NO

NO

共催

1/3減免

スポーツ協会、文
化協会又はスポー
ツクラブ加盟の団
体利用ですか?

YES

NO

YES

NO高校生以下の団体
ですか?

スポーツクラブ

スポーツ協会
文化協会

1/2減免

後援


